
使
徒
行
録
叙
言

(

一)
本
書
の
名
。
本
書
は
古
代
よ
え
い
使
徒
行
と
稱
し
て
、
其
名
は
所
謂

�
わ
づ
か

十
二
使
徒
の
傳
記
の
如
く
な
れ
ど
も
、
其
實
は
然
ら
ず
し
て
、

に
十
二

使
徒
の
名
を
始
に
掲
げ
た
る
の
み
。
尚
文
中
使
徒
等
一
般
の
上
に
渉
る

事
、
往
々
之
な
き
に
非
ざ
れ
ど
も
、
名
ざ
し
て
其
事
を
載
せ
た
る
は
、
パ
ウ

ロ
と
外
五
人
の
み
に
て
、
而
も
専
ら
聖
ペ
ト
ロ
と
の
事
跡
を
録
せ
る
も
の

な
り
。

(

二)

記
者
。
は
聖
ル
カ
に
し
て
、
發
端
を
見
れ
ば
、
本
書
は
是
よ
り
前
に

認
め
し
聖
ル
カ
福
音
書
の
付
録
な
る
が
如
く
、材
料
は
或
は
使
徒
等
、或
は

實
見
者
よ
り
聞
き
し
所
、
又
は
自
ら
見
聞
せ
し
所
に
取
れ
り
。

(

三)

認
め
し
場
所
及
び
年
代
。
處
に
就
き
て
は
何
の
證
據
も
あ
ら
ざ
れ
ど

も
、年
代
は
確
に
エ
ル
サ
レ
ム
の
滅
亡
以
前
、即
ち
紀
元
七
十
年
以
前
に
し

て
、
聖
パ
ウ
ロ
の
死
去
に
先
ち
た
り
し
な
ら
ん
。
然
ら
ざ
れ
ば
其
事
を
も

記
す
べ
き
筈
な
れ
ば
な
り
。
本
書
の
終
に
、
パ
ウ
ロ
の
ロ
マ
に
於
る
二
年

間
の
入
獄
に
関
す
る
記
事
の
聊
之
あ
る
を
見
れ
ば
、本
書
の
成
れ
る
は
、其

頃
即
ち
凡
六
十
三
年
の
頃
な
る
べ
し
。

(

四)

目
的
。
は
蓋
読
者
の
信
仰
を
堅
め
ん
と
す
る
に
在
る
べ
し
。
既
に
キ

リ
ス
ト
一
代
の
傳
記
を
述
べ
た
る
う
え
に
更
に
キ
リ
ス
ト
教
傳
播
の
次
第

を
知
ら
し
む
る
は
、
最
も
人
の
信
仰
を
強
む
べ
き
も
の
な
れ
ば
な
り
。

(

五)

区
分
。
本
書
は
二
篇
に
分
た
る
。
第
一
篇
は
主
に
聖
ペ
ト
ロ
の
事
跡

を
掲
げ
、
更
に
之
を
分
て
ば
、
第
一
に
エ
ル
サ
レ
ム
於
る
聖
會
の
成
立(

一

章
一
節
乃
至
八
章
三
節)

、
第
二
に
異
教
人
中
の
布
教
の
準
備
發
端(

八
章

四
節
乃
至
十
二
章
廿
五
節)

を
述
ぶ
。
第
二
篇
は
専
ら
聖
パ
ウ
ロ
の
傳
道

及
入
獄
の
次
第
を
掲
げ
、
其
第
一
は
聖
パ
ウ
ロ
第
一
回
の
傳
道
旅
行
及
び

エ
ル
ザ
レ
ム
の
會
議(

十
三
章
一
節
乃
至
十
五
章
卅
五
節)

、
第
二
は
聖
パ

ウ
ロ
第
二
回
の
傳
道
旅
行(

十
五
章
卅
六
節
乃
至
十
八
章
廿
二
節)

、
第
三

は
聖
パ
ウ
ロ
第
三
回
の
傳
道
旅
行(

十
八
章
三
節
乃
至
廿
一
章
十
六
節)

、

第
四
は
カ
イ
ザ
リ
ア
及
ロ
マ
に
於
る
聖
パ
ウ
ロ
の
入
獄(

廿
一
章
十
七
節

乃
至
廿
八
章
卅
一
節)

の
記
事
な
り
。

(

六)

本
書
の
效
益
。
本
書
の
記
事
は
、
紀
元
三
十
年
よ
り
六
十
三
年
ま
で

約
三
十
年
間
に
亘
れ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
會
に
於
る
最
大
切
な
る
事
實
に
し

て
、此
頃
の
事
情
を
詳
に
せ
る
も
の
、本
書
を
措
き
て
他
に
之
あ
る
こ
と
な

く
、只
聖
パ
ウ
ロ
の
書
簡
に
聊
之
に
関
す
る
記
事
あ
れ
ど
も
、本
書
の
如
く

詳
密
な
る
も
の
は
、更
に
之
あ
る
事
な
く
、教
會
史
研
究
上
に
於
る
本
書
の

價
値
は
極
め
て
大
な
り
と
す
。
之
を
歴
史
的
見
地
よ
り
観
る
も
、
本
書
に

掲
げ
た
る
事
實
は
最
も
詳
し
く
し
て
、之
を
他
書
に
傳
へ
し
所
、又
現
に
遺

れ
る
所
の
古
跡
に
照
ら
し
て
、
最
も
信
用
す
べ
き
も
の
と
認
め
ら
る
。


